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■ �粒子線がん治療費利子補給事業について
　鹿児島県では、県民が粒子線治療を受けやすい環境を整備するため、メディポリス指宿「がん粒子線治
療研究センター」において粒子線治療を受ける患者本人やその家族等が治療費を金融機関から借り受けた
場合に、利子の一部を助成する制度を平成23年４月から開始しました。制度の概要は以下のとおりです。
　なお、詳細は下記問い合わせ先へお問い合わせください。
１ 利子補給の対象者
　「がん粒子線治療研究センター」で粒子線治療を受け、治療費の支払いのために金融機関から借入を行っ
た患者本人又はその家族等（親族、同一世帯に属する方）とします。
　但し、患者本人は、治療開始時点において、県内に１年以上在住している方であり、世帯全員の課税
総所得金額が	600	万円以下の世帯に属する方とします。

２ 借入限度額及び利子補給の割合等
⑴　対象借入金
　金融機関からの借入金のうち粒子線治療料相当額（限度額：2,883	千円）とします。
⑵　利子補給率
　①　年利率（6%以内）の	100	％	 …住民税非課税世帯に属する方
　②　年利率（6%以内）の	50	％	……世帯全員の課税総所得金額が	600	万円以下の世帯に属する方
⑶　利子補給期間
　５年（60	月）を限度とします。

３ 申請に必要な書類
⑴　利子補給金承認申請書	 ⑵　金銭消費貸借契約書の写し
⑶　金融機関が発行する返済予定表の写し	 ⑷　患者の属する世帯全員の住民票及び所得証明書
⑸　粒子線治療を受けることの同意書の写し
⑹　親族とみなされることを証する書類（親族が申請者となる場合のみ）
⑺　その他知事が必要と認める書類

４ 申請から支払いまでの流れ
ア　申請
⑴　申請者が利子補給の承認申請書を県に提出
⑵　県が承認・不承認を決定し、申請者へ通知

イ　支払い
⑶　	アで承認された方は、各年１月から12月までの利子支払合計額を交付申請兼実績報告書により
県に提出（年１回。翌年２月末日までに提出）

⑷　県は交付額を決定し、１年分の利子支払い額を一括して交付
※	申請書等は、県ホームページからのダウンロード及び各地域振興局保健福祉環境部健康企画課で入手できます。

【お問い合わせ先】鹿児島県　保健福祉部　地域医療整備課　地域医療係　℡099-286-2693

本庁 保険衛生チーム ℡ 0994-22-3044
支所 民生チーム ℡ 0994-25-2511

保健福祉課
住民生活課からの お知らせ

■ �ゴミ分別のワンポイント講座

次回は、紙資源ゴミのお話の予定です。お楽しみに！

第3回「ペットボトルのおへそ？」

今月のポイント
ラベルの表示が見にくい、
ラベルを捨ててしまって分
からない…そんなときは是
非、ボトルの底のおへそを
確認してください。

　前回、プラスチック製容器包装の出し方の一例として、レジ袋（プラスチック製容器包装）についてご
説明しましたが、プラスチック製容器包装ごみの中にペットボトルの混入も見受けられます。
　また、ペットボトル（　　）によく似た塩ビボトル（　　）があります。ペットボトルか塩ビボトルか、
判断に迷った場合はボトルの底を見てみましょう！

ペットボトルは、製造過程で
おへそがつきます。

キャップとラベルは
プラスチック製容器包

ドリンクタイプヨーグルトの一例

ペットボトル プラスチック製


